
熊本市精神保健福祉審議会 

 

日 時：令和8年3月6日（金）午後１時30分から 

場 所：ウェルパルくまもと 3階すこやかホール 

 

～会議次第～ 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 委員紹介 

４ 会長・副会長選出 

５ 議 事 

（１）精神保健福祉事業報告について 

（２）自殺対策について 

（３）入院者訪問支援事業について 

６ その他 

７ 閉 会 
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令和７年度 熊本市精神保健福祉審議会委員名簿 

 

区   分 氏   名 所 属 等 職   名 

学識経験者 小山 明日香 学校法人熊本学園 熊本学園大学 准教授 

学識経験者 古賀 香代子 
学校法人九州ルーテル学院 九州ルーテ

ル学院大学 
教授 

学識経験者 丸住 朋枝 熊本県弁護士会 

高齢者・障害者

に関する委員会

委員 

医療関係 森 健太 公益社団法人 熊本県精神科協会 理事 

医療関係 井形 るり子 一般社団法人 熊本市医師会 院長 

医療関係 西 良知 熊本県立こころの医療センター 院長 

社会復帰促進等関係 宮内 大介 公益社団法人 熊本県精神保健福祉協会 理事 

社会復帰促進等関係 大関 宏治 熊本県精神保健福祉士協会 副会長 

社会復帰促進等関係 

(県家族会） 
村上 泰幸 

一般社団法人 

    熊本県精神保健福祉会連合会 
理事 

社会復帰促進等関係 

(市家族会） 
宮田 喜代志 

熊本市心の障害者家族会 

（むつみ会） 
会長 

社会復帰促進等関係 

(当事者会） 
西田 登 熊本県精神障害者団体連合会 会員 

社会復帰促進等関係 

（就業支援） 
鈴木 秀一 熊本障害者職業センター 所長 

社会復帰促進等関係 谷口 誠基 
熊本市障がい者自立支援協議会 

精神障がい者地域移行支援部会 
会長 

関係行政機関 

（医療観察制度） 
金城 由美 法務省 熊本保護観察所 

統括社会復帰 

調整官 

関係行政機関 江口 庸子 
熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 

障がい者支援課 
審議員 
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  村上 泰幸 委員 

西田 登 委員 

（九州ルーテル学院大学） 

森 健太 委員 

（熊本県精神科協会） 

（熊本県精神障害者団体連合会） 

宮田 喜代志 委員 

（熊本県精神保健福祉会連合会） 

宮内 大介 委員 

（熊本市心の障害者家族会（むつみ会）） 

  

 

（事務局） 

土屋 宏二 

（こころの健康 
センター主幹） 

鳩野 浩次   村上 史郎 

（健康福祉局障 
がい者支援部 
長） 

（こころの健康 

センター所長） 

  

副会長 

令和 7 年度 熊本市精神保健福祉審議会 席次表 

会 長 

出 

入 

口 

報道席 

傍聴席 

古賀 香代子 委員 

（熊本市医師会） 
井形 るり子 委員 

谷口 誠基 委員 

（熊本市自立支援協議会 

（熊本県精神保健福祉協会） 

 

（こころの健康 

センター所 

長補佐） 

村上 京子 

濱本 美香 吉本 清美 阪田 容子 

（こころの健康 （こころの健康 （こころの健康 

センター主幹） センター参事） センター参事） 

金城 由美 委員 
（熊本保護観察所） 

丸住 朋枝 委員 
（熊本県弁護士会） 

江口 庸子 委員 
（熊本県障がい者支援課） 

大田黒 ゆき 

センター主事） 

（こころの健康 

精神障がい者地域移行支援部会） 



3 

 

○熊本市精神保健福祉審議会条例〔こころの健康センター〕 

平成23年12月19日 

条例第75号 

改正 平成28年３月24日条例第６号 

（設置） 

第１条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第９条第１項の規定に基づき、

熊本市精神保健福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者 

(2) 精神障害者の医療に関する事業に従事する者 

(3) 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事す

る者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

（平28条例６・一部改正） 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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附 則（平成28年３月24日条例第６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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「熊本市精神保健福祉審議会」について 

 

＜趣旨・内容等＞ 

○ 精神保健福祉審議会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第9条第1項により、都道府県及び

政令指定都市において、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議する機関を置くことが

できることとされており、本市においても指定都市移行に伴い設置。 

○ 当協議会の設置により、精神保健及び精神障がい者の福祉に関する本市の取り組みについての意見や法

第19条の9第2項の規定による指定病院の指定の取消しの際の意見を聴取することとしている。 

 

＜組織＞（熊本市精神保健福祉審議会条例第２条） 

○ １５人以内をもって組織する。構成は以下のとおり。 

（１） 精神保健福祉に関して学識経験のある者 

（２） 精神障がい者の医療に関する事業従事者 

（３） 社会復帰促進などの事業従事者 

（４） 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 

＜委員＞（熊本市精神保健福祉審議会条例第３条） 

○ 委員の任期は、３年とする。 

 

※ 委員は、次表に掲げる各団体からの推薦に基づき委嘱 

構 成 区 分 団   体   名 

(１) 学識経験者 

熊本学園大学 

九州ルーテル学院大学 

熊本県弁護士会（権利擁護） 

(２) 精神医療従事者 

熊本県精神科協会 

熊本市医師会 

熊本県立こころの医療センター 

(３) 社会復帰促進事業従事者 

熊本県精神保健福祉協会 

熊本県精神保健福祉士協会 

熊本県精神保健福祉会連合会（県家族会） 

熊本市心の障害者家族会（市家族会） 

熊本県精神障害者団体連合会（当事者会） 

熊本障害者職業センター（就業支援） 

熊本市障がい者自立支援協議会精神障がい者 

地域移行支援部会 

(４) 市長が必要と認める者 
熊本保護観察所（医療観察制度） 

熊本県障がい者支援課（関係行政機関） 
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〔関係法令等〕 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年5月1日法律第123号） 

 

（地方精神保健福祉審議会）  

第9条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保

健福祉に関する審議会その他の合議制の機関（以下「地方精神保健福祉審議会」という。）を置くことがで

きる。 

2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する

事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。  

3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条

例で定める。 

（指定病院）  

第19条の8 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体

が設立した地方独立行政法人（以下「国等」という。）以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大

臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科

病院に代わる施設（以下「指定病院」という。）として指定することができる。  

（指定の取消し）  

第19条の9 都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその

目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。  

2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉

審議会（地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法 （昭和 23年法律第 205

号）第71条の2第1項 に規定する都道府県医療審議会）の意見を聴かなければならない。  

※大都市特例により、都道府県を指定都市に都道府県知事を指定都市市長に読み替え 

 

 

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 19 条の 8 の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院

の基準(平成8年3月21日厚生省告示第90号) 

 

１ 次の掲げる人員を有し、かつ、都道府県知事又は指定都市の市長の求めに応じて措置入院者を入院させ

て適切な治療を行える診療応需の態勢を整えていること。 

(1) 医師の数が、入院患者の数を 3、外来患者の数を 5 をもって除した数との和が 52までは 3であり、

当該和が 52を超える場合にあっては、３に、当該和が 52を超えて 16又はその端数を増すごとに 1を

加えた数以上であること。 

(2) 医師のうち 2名以上は、常時勤務する法第 18 条第 1項の規定により指定された精神保健指定医であ

ること。 

(3) 措置入院者を入院させる病棟において看護を行う看護師及び准看護師の数が、入院患者の数が3又は

その端数を増すごとに1以上であること。 

２ 精神病床の数が 50 床以上であること。ただし、措置入院者に対して精神障害の医療以外の医療を提供

するために十分な体制を有する病院であって 20 床以上の精神病床を有するものについては、地域におい

て指定する必要があると認められる場合は、この限りでない。 

３ 措置入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。 

（以下、省略） 

  

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%88%e3%97%c3%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%4f%96%40%93%f1%81%5a%8c%dc&REF_NAME=%91%e6%8e%b5%8f%5c%88%ea%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000007100200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000007100200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000007100200000001000000000000000000
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熊本市精神保健福祉審議会傍聴要領 

 

制定 平成２４年１０月 ３日健康福祉こども局長決裁 

改正 平成２５年 ８月２６日障がい保健福祉課長決裁 

改正 平成３１年 １月１５日障がい保健福祉課長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要領は、熊本市精神保健福祉審議会（以下「会議」という。）の傍聴に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（傍聴の手続） 

第２条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日、会議の開会までに事務局に申し出、傍聴券（別紙様式）

の交付を受けなければならない。 

（傍聴の制限） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれがある物品又は看板その他示威宣伝の用に供される物品を持っ

ている者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) その他会議の円滑な運営を妨げるおそれがある者 

（傍聴人の数の制限） 

第４条 熊本市精神保健福祉審議会の会長（以下「会長」という。）は、傍聴席の都合その他必要があると認

めるときは、傍聴人の数を制限することができる。 

２ 会議を傍聴しようとする者が前項の規定に基づき定める数を上回る場合は、抽選により傍聴人を決定す

る。 

（傍聴人の守るべき事項） 

第５条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。 

(2) 会議の妨害になるような示威宣伝又は扇動に類する行為をしないこと。 

(3) 会長の許可なく撮影又は録音をしないこと。 

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(5) 会長の指示に反する行為をしないこと。 

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

（傍聴人に対する退場措置） 

第６条 傍聴人が前条の規定に違反し、又は会議の運営を妨げるおそれがあるときは、会長は、これを制止

し、その命令に従わないときは、退場を命ずることができる。 

２ 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたときは直ちに退場しなければならない。 

（会議の非公開） 

第７条 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと

認められる案件及び委員の発議により全会一致で公開が不適当と議決された案件については、これを非公

開とすることができる。 

２ 前項に規定する案件に該当する場合、会長は、会議の冒頭において非公開にする理由を明らかにするも

のとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年１０月３日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成２５年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成３１年１月１５日から施行する。 
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審議会の公開について 

 

○ 熊本市市民参画と協働の推進条例（抜粋） 

（審議会等） 

第11条 （略） 

3 会議は、公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(1) 不開示情報を含む事項について審議等を行うとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、公にすることが適当でないと認められる事項について審議等を行うとき。 

 

○ 審議会等の設置等に関する指針（抜粋） 

（会議の公開） 

第11条 所管課長等は、条例第11条第3項の規定に基づき、審議会等の会議を公開するに当たっては、あ

らかじめ傍聴の手続き、遵守事項等を記載した傍聴要領を作成し、傍聴希望者に対し配布するものとする。 

 


